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住宅型有料老人ホームだんだん 管理規程

1． 目的

この規程は住宅型有料老人ホーム入居契約書（以下「入居契約書」といいます。）

第5条の規定に基づき「住宅型有料老人ホームだんだん」（以下「ホーム」といいます。）の管理、

運営並びに利用に関する事項を定めたもので入居者、同居者及び来訪者（以下「入居者等」とい

います。）が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことに資するとともに、ホームの良好

な生活環境を確保することを目的とします。

2． 遵守義務

（1） ホームは、前項の入居契約書及び本規程に従ってホームの管理運営を行い、良好な環境の保持

に努めるとともに入居者に対する各種サービスを提供するものとします。

（2） 入居者等は、この規程及びホームが別に定める記載事項を遵守し、良好な環境の保持に努める

ものとします。

3． 入居者

入居者とは、概ね65歳以上の要支援、要介護の方をいいます。

この管理規程は、入居者のほか、次に述べる同居者及び来訪者を対象とします。

4． 同居者及び来訪者

同居者及び来訪者とは次の方をいいます。

（1） 同居者

（ア） 同居者とは、入居者の付き添い、介助、看護等の目的で居室内に長期にわ

たり同居する方をいいます。

（イ） ホームでは、同居者の入居は原則認めておりません。

（2） 来訪者

（ア） 来訪者とは、入居者及び同居者以外の方であって入居者の生活支援以外の

目的で来訪される方をいいます。

（イ） 宿泊にはホームへの届出が必要です。

5． 管理運営組織

ホームの居室数は52室、定員数は52名で詳細は重要事項説明書に記載しています。

ホームの管理運営のために、下記の部門を設置し、管理者の統括のもとにホーム

職員が次の各部門を担当します。職員の配置は、基本的に、「施設職員の勤務表」の通りですが

入居状況等により変動することがあります。毎月の職員体制及び変動の状況は館内に掲示されま

すのでご覧ください。

（1） 健康管理サービス部門

（2） 食事部門

（3） 生活相談

（4） 生活サービス部門

（5） レクリエーション部門

（6） 事務・管理部門

6． 管理運営業務

ホームは、入居契約書の規定に基づき、次の業務を行います。

（1） 敷地及び施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵埃処理等に関する業務

（2） 入居者が使用する居室及び、その備え付け設備（以下「居室」といいます。）

についての定期的点検、補修並びに取替え等に関する業務

（3） 入居者に対する各種サービスの提供業務

（4） 帳簿の作成及び記録の保存業務


